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平成 19年 10月 22日 
 

各      位 

 

会 社 名：協和発酵工業株式会社              
（コード：4151 東証第一部）        
代表者名：代表取締役社長  松田 譲 
問合せ先：コーポレートコミュニケーション部長   

  久我 哲郎 
（ＴＥＬ：03－3282－0009）  

 
 

当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ 

 

 

当社は、平成 19 年 10 月 22 日開催の取締役会において、平成 19 年 10 月 31 日(水曜日)(予定)から

開始されるキリンホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社普通株式

に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）について下記のとおり意見を表明すること

を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、金融商品取引法第 27 条の 10 に基づく意見表

明報告書は、本公開買付けの開始日において関東財務局に対して提出する予定です。 

 

記 

 

１．公開買付者の概要 

（１） 商 号 キリンホールディングス株式会社 

 
（２） 
 

事 業 内 容 
持株会社として、事業会社（酒類・飲料・医薬品等）の事業活動の支配・

管理 

 
（３） 
 

設 立 年 月 日 明治 40 年 2 月 23 日 (注) 

 
（４） 
 

本 店 所 在 地 東京都中央区新川二丁目 10 番１号 

 
（５） 
 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 加藤 壹康 
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（６） 
 

資 本 金 102,045 百万円 （平成 19 年 6 月 30 日現在） 

 
（７） 
 

大株主及び持株比率 
(平成19年 6月 30日
現在) 

モクスレイ・アンド・カンパニー  4.86％ 

明治安田生命保険相互会社 4.43％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3.57％ 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行  3.56％ 

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社 (信託口) 3.22％ 

資 本 関 係
公開買付者は、当社株式 1,000 株を保有しておりま

す。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

（８） 
買 付 者 と 当 社 の 
関 係 等 

関連当事者へ

の 該 当 状 況
該当事項はありません。 

(注) 平成 19 年 7 月 1日 持株会社として発足 
 
２．当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 
（１）本公開買付けに関する意見の内容 

 当社は、平成 19 年 10 月 22 日開催の取締役会において、公開買付者による当社普通株式に対

する本公開買付けに賛同の意見を表明することを決議いたしました。 

 なお、本公開買付けの内容の詳細につきましては、本公開買付けの開始日に公開買付者から

提出される公開買付届出書をご参照ください。 

 
 

（２）本公開買付けに関する意見の理由及び根拠 
協和発酵グループ及びキリングループにとって主力事業である医薬事業においては、医療制

度の改革に伴う診療報酬改定や薬価引き下げ等、薬剤費抑制策の浸透、欧米大手製薬企業によ

る攻勢、新薬の研究開発を巡るグローバル競争の激化、新薬創出のための研究開発費負担の増

大等、国内・海外共に競争環境が激変しております。両グループは、このような厳しい環境を

乗り越えていくため、また、スピード感をもったグローバルな成長を図るために、当社及びキ

リンファーマ株式会社（以下「キリンファーマ」といいます。）がそれぞれ単独で事業展開を推

進するのではなく、両社を統合することによる経営基盤の強化が必要であると判断致しました。 

このような共通認識に基づき、両グループは、当社とキリンファーマの個性と強みを融合さ

せた新たな会社を創生するという基本的な考え方に立ち、互いの強みであるバイオテクノロジ
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ーを基盤とし、医薬を核にした日本発の世界トップクラスの研究開発型ライフサイエンス企業

を目指すべく、今般の当社とキリンファーマの統合（以下「本統合」といいます。）を柱とする

戦略的提携（以下「本戦略的提携」といいます。）の合意に至りました。 

本戦略的提携の柱である医薬事業の統合については、当社及びキリンファーマの両社は抗体

医薬技術を中心としたバイオテクノロジーを強みとしており、両社の抗体医薬技術を融合する

ことによる創薬力の向上、抗体医薬分野のプレゼンス向上による新規抗原の獲得機会の拡大、

抗体技術の相互利用による抗体医薬品の開発スピードの加速や海外での積極的な事業展開を目

指します。また、本統合を行うことで、研究開発・営業等で規模の拡大と効率的な事業運営体

制の構築、医薬事業の収益基盤と競争力の一層の強化が期待でき、事業基盤の強化を図ること

ができると考えております。 

また、非医薬事業については、協和発酵グループ及びキリングループにおいて営まれている

事業について多くの共通点（食品、アルコール、健康食品通信販売等）があり、それぞれにお

いて具体的に事業統合や連携を進めることで、事業価値の最大化を図ります。 

本戦略的提携は、協和発酵グループとキリングループの事業全体を対象とした「企業グルー

プ 対 企業グループ」の提携関係を構築することを基本方針としており、協和発酵グループ

とキリングループは、それぞれの事業規模・資本関係に関わらず、今後とも対等な立場で協議

しながら、相互の強みを生かした戦略的な事業提携・連携を推進することにより、シナジーの

拡大、競争力強化、経営効率向上、更なる成長の実現を図り、グループの企業価値最大化を目

指します。 

 

 以上の考え方に基づき、当社、公開買付者及びキリンファーマは、協和発酵グループ及びキ

リングループとの間の事業提携及び資本提携について協議・検討を重ね、その結果、公開買付

け及び当社とキリンファーマの株式交換を通じて公開買付者が当社の基準株式数（注１）の

50.10％に相当する当社普通株式を取得し当社の連結親会社となった上、当社とキリンファーマ

の吸収合併による医薬品事業の統合を行うことが、協和発酵グループ及びキリングループの事

業価値最大化に資するとの基本的了解に至り、平成 19 年 10 月 22 日付で当社、公開買付者及び

キリンファーマの間で「統合契約書」（以下「本統合契約」といいます。）を締結いたしまし

た。本公開買付けは、本戦略的提携の一環として、本統合契約に基づき実施されるものです。

（注 2）本公開買付けは、買付価格を当社普通株式 1 株あたり 1,500 円（以下「本買付価格」

といいます。）とし、また、以下に述べます当社とキリンファーマの株式交換に際して当社に

交付される株式と合わせて公開買付者が当社の基準株式数の 50.10％に相当する普通株式を取

得するために、当社普通株式 111,578,000 株（公開買付開始公告日における当社の基準株式数

の 27.95％）を上限としております。なお、本公開買付けにおける応募株券の総数が 79,849,000

株に満たない場合には、公開買付者は応募株券の全部の買付けを行いません。 
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（注１） 本リリースにおいて、当社の基準株式数とは、(イ)当社の普通株式の発行済株式総

数（当社の保有に係る当社普通株式の数を含みます。）に(ロ)当社の発行する新株予

約権の目的となる当社普通株式の総数が当社の保有に係る当社普通株式の数を超過

する数を加えた数をいいます。 

（注 2） 公開買付け開始予定日までに、当社の事業、資産等に重大な悪影響を及ぼす事由が発

生した場合その他一定の場合には、本公開買付けの実施が延期又は中止されることが

あります。  

 

なお、本公開買付けによる買付株式数が 111,578,000 株に満たない場合には、一定の条件の

下、公開買付者が、当社とキリンファーマの株式交換に際して交付される株式と併せて、株式

交換効力発生日時点において当社の基準株式数の 50.10％に相当する株式数を取得することと

なるために必要となる株式数につき、1 株あたりの払込価格を 1,500 円として、公開買付者に

対する第三者割当ての方法による新株の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）を実施

することを予定しております。 

当社とキリンファーマは、本公開買付けの成立後、早期に医薬事業の統合を実施すべく、当

社及びキリンファーマの株主総会における承認を条件として、平成 20 年 4月 1日を効力発生日

とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施致します。但し、本株式交換の効力

発生は、本公開買付けにおいて公開買付者による買付予定の上限に相当する 111,578,000 株の

買付けが完了しているか、本公開買付けが成立しかつ本第三者割当増資が完了していることの

いずれかが成就していることを停止条件としています。 

本株式交換が効力を発生した後、平成 20 年 10 月 1 日を効力発生日として、当社とその完全

子会社となるキリンファーマとの間で、当社を存続会社とし、キリンファーマを消滅会社とす

る吸収合併（以下「本合併」といいます。）を実施し、本合併により、当社及びキリンファーマ

の統合は完了致します。 

 

 当社は、本公開買付けを含めた本統合の条件を検討するにあたり、独立したフィナンシャル・

アドバイザーであるメリルリンチ日本証券株式会社（以下「メリルリンチ」といいます。）を第

三者算定機関に選定し、当社の株式価値の算定及びそれに関する助言を依頼しました。また、

当社はメリルリンチ及び西村あさひ法律事務所の助言を受け、公開買付者及びキリンファーマ

との間で、本統合の条件について十分な協議及び交渉を行いました。 

 当社は、平成 19 年 10 月 22 日、メリルリンチより、本買付価格の妥当性を検討するための参

考資料として当社の株式価値に関する算定報告書（以下「株式価値算定書」といいます。）を取

得いたしました。なお、メリルリンチの株式価値算定書では、当社株式価値について、当社よ

り提供された財務情報及び財務予測その他の一定の前提及び条件の下で、DCF 分析、類似会社

比較分析、市場株価分析及び類似取引比較分析の各手法を用いて分析をしております。 
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 当社取締役会は、本公開買付けが本統合における複合的な取引の一環として行われるもので

あることを踏まえつつ、かかるメリルリンチの株式価値算定書、本公開買付けの内容、協和発

酵グループの現況、その他各アドバイザーの助言等の諸般の事情を総合的に勘案して、本公開

買付けの諸条件は妥当であると判断し、10 月 22 日開催の取締役会において、本公開買付けに

賛同することを出席取締役の全員一致で決議いたしました。 

 

 なお、本買付価格は、平成 19 年 10 月 18 日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式

の終値 1,202 円に対して約 24.8％のプレミアムを、平成 19 年 7月 19 日から平成 19 年 10 月 18

日までの 3ヶ月間の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の単純平均値 1,135

円（小数点以下四捨五入）に対して約 32.2％のプレミアムを、それぞれ加えた額となります。 

 

（３）上場廃止に関する見込み 

 本公開買付けは、買付予定の株式数に上限を付しており、当社の上場廃止を企図するもので

はなく、本公開買付けが成立した後も当社は引き続き株式の上場を維持する方針です。また、

本公開買付け及び本株式交換後、当社は、公開買付者がその議決権の過半数を保有する連結子

会社として、公開買付者のグループ運営の基本方針を尊重しつつ、自主性・機動性を発揮した

自律的な企業活動を行うとともに、引き続き上場会社としての経営の独立性を確保し、株主全

体の利益最大化及び企業価値の持続的拡大を図ってまいります。そのため、本統合契約締結以

降 10 年間、基準株式数の割合（注 3）は、50.10％を原則とし、公開買付者は、本統合後も本

合併により発足する合併存続株式の上場が維持されるべく最大限の合理的な協力を行います。

また、キリングループは、本統合契約において、本統合契約締結以後 10 年を経過するまでの間、

所定の場合を除き、当社の同意なく、当社の株式・新株予約権の取得又は現に保有する当社の

株式・新株予約権の売却、担保差入れ等の処分を行わない旨を合意しています。 

 

（注 3） 本リリースにおいて、基準株式数の割合とは、(イ)公開買付者(公開買付者の子会

社及び関連会社を含みますが、当社並びにその子会社及び関連会社を除きます。)

の保有に係る当社の普通株式及び(ロ)公開買付者の保有に係る当社の新株予約権

の目的となる当社普通株式の数の合計を基準株式数で除して得られる割合をいい

ます。 

 
３．公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 

該当事項はありません。 
 

 
４．会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 

該当事項はありません。 
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５．公開買付者に対する質問 

該当事項はありません。 
 

 
６．公開買付期間の延長請求 

該当事項はありません。 
 

以 上 
添付資料：｢協和発酵工業株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ｣ 
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平成 19年 10月 22日 

各  位 

会社名  キリンホールディングス株式会社 
代表者名  代表取締役社長 加藤 壹康  
コード番号 2503  
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 

 前田 一平  
電話番号 03-5540-3455 

 

 

協和発酵工業株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

 
 

キリンホールディングス株式会社（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、(1)協

和発酵工業株式会社（コード番号：4151 東証1部、以下「対象者」又は「協和発酵」といいます。）

の普通株式の公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）による取得並びに(2)協和発酵と

キリンファーマ株式会社（以下「キリンファーマ」といいます。）の株式交換及び協和発酵を存続

会社とする両社の吸収合併による協和発酵グループとキリングループの医薬事業の統合（以下「本

統合」といいます。）を柱とする、協和発酵グループ及びキリングループの戦略的提携について、

協和発酵及びキリンファーマとの間で合意に達し、本日取締役会において「統合契約書」（以下「本

統合契約」といいます。）の締結を決議致しました。かかる決議に基づき、当社は協和発酵の普通

株式111,578,000株を本公開買付けにより取得することと致しましたので、下記の通りお知らせ致

します。 

なお、本統合後の存続会社は、純粋持株会社である当社がその議決権の過半数を保有する連結

子会社として、当社のグループ運営の基本方針を尊重しつつ、自主性・機動性を発揮した自律的

な企業活動を行うとともに、引き続き上場会社としての経営の独立性を確保し、株主全体の利益

最大化及び企業価値の持続的拡大を図ってまいります。また、本統合契約締結日以後10年間、当

社の基準株式数の割合（以下で定義します。）は、50.10％を原則とし、当社は、本統合後も存続

会社の上場が維持されるべく最大限の合理的な協力を行います。 
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両グループの戦略的提携の詳細については、本日付で協和発酵、キリンファーマ及び当社が発

表致しました「協和発酵工業株式会社とキリンファーマ株式会社の統合を柱とする協和発酵グル

ープ及びキリングループの戦略的提携のお知らせ」をご覧ください。 
 
1. 買付け等の目的 

 (1) 本公開買付けの目的及び背景 

当社は、この度、株式会社東京証券取引所市場第 1 部に上場している対象者、及び当社の連結
子会社であるキリンファーマとの間で、以下に述べる対象者とキリンファーマとの統合を柱とす

る戦略的提携について、平成 19 年 10 月 22 日付で本統合契約を締結致しました。当社は、本統
合契約に基づき、上記戦略的提携の一環として、対象者普通株式 111,578,000 株（公開買付開始
公告日における対象者の基準株式数(注１)の 27.95％（予定））を上限、対象者普通株式 79,849,000
株（公開買付開始公告日における対象者の基準株式数の 20.00％（予定））を下限として、本公開
買付けを実施致します。(注２)なお、本公開買付けについては、平成 19年 10月 22日開催の対象
者の取締役会において、賛同決議がなされております。 

 
協和発酵グループ及びキリングループにとって主力事業である医薬事業においては、医療制度

の改革に伴う診療報酬改定や薬価引下げ等、薬剤費抑制策の浸透、欧米大手製薬企業による攻勢、

新薬の研究開発を巡るグローバル競争の激化、新薬創出のための研究開発費負担の増大等、国内・

海外共に競争環境が激変しております。両グループは、このような厳しい環境を乗り越えていく

ため、また、スピード感をもったグローバルな成長を図るために、対象者及びキリンファーマが

それぞれ単独で事業展開を推進するのではなく、両社を統合することによる経営基盤の強化が必

要であると判断致しました。 
このような共通認識に基づき、両グループは、対象者とキリンファーマの個性と強みを融合さ

せた新たな会社を創生するという基本的な考え方に立ち、互いの強みであるバイオテクノロジー

を基盤とし、医薬を核にした日本発の世界トップクラスの研究開発型ライフサイエンス企業を目

指すべく、今般の対象者とキリンファーマの統合を柱とする戦略的提携（以下「本戦略的提携」

といいます。）の合意に至りました。 
本戦略的提携の柱である医薬事業の統合については、対象者及びキリンファーマの両社は抗体

医薬技術を中心としたバイオテクノロジーを強みとしており、両社の抗体医薬技術を融合するこ

とによる創薬力の向上、抗体医薬分野のプレゼンス向上による新規抗原の獲得機会の拡大、抗体

技術の相互利用による抗体医薬品の開発スピードの加速や海外での積極的な事業展開を目指しま

す。また、本統合を行うことで、研究開発・営業等で規模の拡大と効率的な事業運営体制の構築、

医薬事業の収益基盤と競争力の一層の強化が期待でき、事業基盤の強化を図ることができると考
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えております。 
また、非医薬事業については、協和発酵グループ及びキリングループにおいて営まれている事

業について多くの共通点（食品、アルコール、健康食品通信販売等）があり、それぞれにおいて

具体的に事業統合や連携を進めることで、事業価値の最大化を図ります。 
本戦略的提携は、協和発酵グループとキリングループの事業全体を対象とした「企業グループ 

対 企業グループ」の提携関係を構築することを基本方針としており、協和発酵グループとキリ

ングループは、それぞれの事業規模・資本関係に関わらず、今後とも対等な立場で協議しながら、

相互の強みを生かした戦略的な事業提携・連携を推進することにより、シナジーの拡大、競争力

強化、経営効率向上、更なる成長の実現を図り、グループの企業価値最大化を目指します。 
 
(注１) 本お知らせにおいて、対象者の基準株式数とは、(イ)対象者の普通株式の発行済株式総

数（対象者の保有に係る対象者普通株式の数を含む。）に(ロ)対象者の発行する新株予約
権の目的となる対象者普通株式の総数が対象者の保有に係る対象者普通株式の数を超

過する数を加えた数をいいます。 
(注２) 本公開買付け開始予定日までに、対象者の事業、資産等に重大な悪影響を及ぼす事由が

発生した場合その他一定の場合には、本公開買付けの実施を延期又は中止することがあ

ります。 
 

(2) 本公開買付け及び本戦略的提携の概要 

本統合に先立ち、当社は本公開買付けを実施致します。これにより、以下に述べます対象者と

キリンファーマの株式交換により割当て交付される対象者普通株式と併せて、当社が当該株式交

換の効力発生日時点において対象者の基準株式数の 50.10％に相当する株式数を取得することと
なります。 
なお、本公開買付けによる買付株式数が 111,578,000 株に満たない場合には、本公開買付け終
了後速やかに開催される予定の対象者の臨時株主総会（以下「対象者臨時株主総会」といいます。）

において以下に述べる本株式交換に係る株式交換契約の承認その他本統合の実行のために必要な

議案の承認が得られること等を条件として、当社が、対象者とキリンファーマの本株式交換によ

り当社に割当て交付される対象者の普通株式と併せて、株式交換効力発生日時点において対象者

の基準株式数の 50.10％に相当する株式数を取得することとなるために必要となる株式数につき、
対象者は、平成 20年 3月 25日を払込期日とし、1株当たりの払込金額を 1,500円として、当社
に対する第三者割当ての方法による新株の発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)を実施す
ることを予定しております。本第三者割当増資を実施する場合には、同取引について対象者臨時

株主総会において特別決議による承認を得る予定です。 
対象者とキリンファーマは、本公開買付けの成立後、早期に統合を実施すべく、対象者及びキ
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リンファーマの株主総会における承認を条件として、平成 20 年 4 月 1 日を効力発生日とする株
式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施致します。これによってキリンファーマは対象

者の完全子会社となる一方で、当社は先に本公開買付け等によって取得する対象者株式と併せて、

対象者の基準株式数の 50.10％に相当する株式を保有する親会社となります。本株式交換により、
当社の保有するキリンファーマ普通株式 1 株に対し対象者普通株式 8,862 株(注３)、合計
177,240,000 株が割当て交付されます。但し、本株式交換の効力発生は、本公開買付けにおいて
当社による買付予定株式数の上限に相当する 111,578,000 株の買付け等が完了しているか、ある
いは本公開買付けが成立しかつ本第三者割当増資が完了していることのいずれかが成就している

ことを停止条件としています。本株式交換の詳細については、本日付で協和発酵、キリンファー

マ及び当社が発表致しました「協和発酵工業株式会社とキリンファーマ株式会社の株式交換契約

締結のお知らせ」をご覧ください。 
(注３) キリンファーマの有する自己株式は、本株式交換の効力発生日の前日までに消却する予

定です。 
本株式交換が効力を発生した後、平成 20年 10月 1日を効力発生日として、対象者とその完全
子会社となるキリンファーマとの間で、対象者を存続会社とし、キリンファーマを消滅会社とす

る吸収合併（以下「本合併」といいます。）を実施し、本合併により、対象者及びキリンファーマ

の医薬事業の統合は完了致します。上記のほか本合併契約に規定すべき事項は、本合併に係る合

併契約の締結までに決定致します。なお、本合併に伴い商号変更を行い、本合併後の存続会社の

商号は株主総会の承認を経た上で「協和発酵キリン株式会社（英文名 KYOWA HAKKO KIRIN 
CO., LTD.）」となります。 
 
本公開買付け及び本株式交換後、当面の間、対象者の代表取締役社長は引き続きその職務に当

たる予定です。また、本株式交換の効力発生を条件として、対象者は、対象者臨時株主総会にお

いて、当社が指名する者２名を対象者の取締役に選任する旨の議案の承認を求めること、対象者

臨時株主総会において取締役に選任された当社指名の者のうち１名を代表取締役副社長に選任す

ることを含め、本統合契約に従い所定の経営体制の変更を行うことが統合契約において合意され

ております。さらに、本株式交換の効力発生を条件として、対象者が指名する者１名をキリンフ

ァーマの取締役に選任し、また、当社の平成 19年 12月期に係る定時株主総会において、対象者
の代表取締役社長を当社の取締役に選任する旨の議案の承認を求めることも合意されております。 

 
また、本公開買付け及び本株式交換後、対象者は、当社がその議決権の過半数を保有する連結

子会社として、当社のグループ運営の基本方針を尊重しつつ、自主性・機動性を発揮した自律的

な企業活動を行うとともに、引き続き上場会社としての経営の独立性を確保し、株主全体の利益

最大化及び企業価値の持続的拡大を図ってまいります。そのため、本統合契約締結以降 10年間、
基準株式数の割合(注４)は、50.10％を原則とし、当社は、本統合後も本合併の存続会社株式の上
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場が維持されるべく最大限の合理的な協力を行います。また、当社グループは、本統合契約にお

いて、本統合契約締結以後 10年を経過するまでの間、所定の場合を除き、対象者の同意なく、対
象者の株式・新株予約権の取得又は現に保有する対象者の株式・新株予約権の売却、担保差入れ

等の処分を行わない旨を合意しています。 
 
(注４) 本お知らせにおいて、基準株式数の割合とは、(イ)当社(当社の子会社及び関連会社を含

みますが、対象者並びにその子会社及び関連会社を除きます。)の保有に係る対象者の
普通株式及び(ロ)当社の保有に係る対象者の新株予約権の目的となる対象者普通株式の
数の合計を基準株式数で除して得られる割合をいいます。 

 

 

2. 買付け等の概要 

(1) 対象者の概要 

① 商号  協和醱酵工業株式会社 

② 事業内容   医家向け医薬品、医薬・工業用原料、ヘルスケア製品、農

畜水 

産向け製品、アルコール等の製造、販売 

③ 設立年月日  昭和 24年 7月 1日 

④ 本店所在地  東京都千代田区大手町一丁目６番１号 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 松田 譲 

⑥ 資本金   26,745百万円（平成 19年 3月 31日現在） 

⑦ 大株主及び持株比率（平成 19年 3月 31日現在） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）  6.33% 

第一生命保険相互会社     6.17% 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 5.60% 

農林中央金庫      4.52% 

みずほ信託退職給付信託みずほ銀行口再信託 
受託者資産管理サービス信託    2.02% 

株式会社みずほ銀行     1.78% 
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日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） 1.51% 

日本興亜損害保険株式会社    1.37% 

株式会社損害保険ジャパン    1.32% 

KYOWAファンド     1.32% 

⑧ 買付者と対象者の関係等 

 資本関係：当社は、対象者の普通株式 1,000株を保有しています。 

 人的関係：該当事項はありません。 

 取引関係：該当事項はありません。 

 関連当事者への該当状況：該当事項はありません。 

 

(2) 買付け等の期間 

① 届出当初の買付け等の期間 

平成 19年 10月 31日（水曜日）から平成 19年 12月 6日（木曜日）まで（26営業
日） 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無 

金融商品取引法（以下「法」といいます。）第 27条の 10第３項の規定により、対象
者から買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）の延長を請求する旨の

記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は 30営業日、平成
19年 12月 12日（水曜日）までとなります。 

 

(3) 買付け等の価格 

1株につき 1,500円 

 

(4) 買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

当社は、本公開買付けにおける普通株式の買付価格を決定するにあたり、ファイナンシ

ャル・アドバイザーである JPモルガン証券株式会社（以下「JPモルガン」といいます。）
に対し、買付価格の決定の参考資料として対象者の株式価値の算定を依頼しました。JP
モルガンは、対象者の市場株価の動向及び業績の内容や予想、対象者との間で生み出さ
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れるシナジー効果等を勘案し、類似企業比較法及びディスカウンテッド・キャッシュフ

ロー法（以下「DCF法」といいます。）等による評価を実施しました。それぞれの手
法において算定された対象者の普通株式１株当たりの価値の範囲は以下のとおりです。

JPモルガンの株式価値の算定に関しては、下記算定結果とあわせて（注）をご参照下
さい。 

・類似企業比較法 1,289円～1,479円 

・DCF法  1,415円～1,537円 

当社は、以上の算定結果のうち、対象者の将来の収益力を反映した DCF法による算定
結果を重視しかかる算定結果の範囲内で検討を行いました。その上で、対象者の市場

株価の動向、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例における公開買

付価格決定の際に付与されたプレミアムの実例に加え、本公開買付けが当社の１株当

たり利益に与える影響、対象者による本公開買付けへの賛同の可否、対象者に関する

事業面、法務面、会計・税務面に関するデュー・ディリジェンスの結果、本公開買付

けの見通し等を総合的に勘案し、慎重に検討を進めた結果、本公開買付けにおける買

付価格を１株当たり 1,500円とすることが妥当であると判断し、これを買付価格とし
て決定致しました。なお、本公開買付けにおける買付価格は、平成 19年 10月 18日の
株式会社東京証券取引所市場第一部における対象者の普通株式の終値 1,202円に対し
て約 24.8％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを、平成 19年 10月 18日
までの過去 3ヶ月間の株式会社東京証券取引所市場第一部における対象者の普通株式
の終値の単純平均値 1,135円（小数点以下第一位を四捨五入）に対して約 32.2％（小
数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを加えた額に相当します。 

（注）JPモルガンによる対象者の株式価値の算定（以下「本算定」といいます。）は、公開

情報、当社、キリンファーマ若しくは対象者から提供を受けた情報又は当社、キリンフ

ァーマ若しくは対象者と協議した情報及び JPモルガンが検討の対象とした又は JPモ

ルガンのために検討されたその他の情報に依拠し、それらが正確かつ完全であることを

前提としたものであり、JPモルガンはその正確性や完全性について独自の検証を行っ

ておりません。また、対象者の株式価値の算定に重大な影響を与える可能性がある事実

でＪＰモルガンに対して未開示の事実はないことを前提としております。JPモルガン

は、いかなる資産及び負債（偶発債務を含みます。）の鑑定も行っておらず、これらに

関していかなる鑑定書や査定書の提出も受けておりません。更に、倒産、支払停止又は

それらに類似する事項に関する適用法令の下での当社、キリンファーマ及び対象者の信

用力についての評価も行っておりません。JPモルガンは、当社、キリンファーマ及び

対象者の経営陣によって提出された財務分析及び予測（シナジー効果を含みます。)に
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依拠するにあたり、当該分析又は予測に関連してなされた当社、キリンファーマ及び対

象者の経営陣による将来の事業パフォーマンスや財務状況についての現時点で考えら

れる最善の見積りと判断に基づいて合理的に作成されていることを前提としておりま

す。また、JPモルガンはかかる分析若しくは予測又はそれらの根拠となった前提につ

いては、何ら見解を表明していません。JPモルガンの株式価値の算定結果は、平成 19

年 10月 22日現在において JPモルガンが入手している情報及び同日現在の経済、市場、

その他の状況を反映したものであり、本算定がなされた後の事象により本算定が影響を

受けることがありますが、JPモルガンは本算定を修正、変更又は補足する義務は負い

ません。また、本算定の結果は、当社取締役会が、対象者の株式価値を検討するにあた

り、情報提供の目的で JPモルガンから提供を受けたものであり、当社の株主、債権者

又はその他のいかなる者のためにも提出されているものではなく、これらの者は本算定

に依拠できません。本算定は対象者の普通株式を保有する株主が本公開買付けに関して

どのように行動すべきかを推奨するものでもありません。JPモルガンは当社の普通株

式又は対象者の普通株式が将来とのような価格で取引されるかという点について何ら

意見表明をしておりません。 

JP モルガンは本戦略的提携に関して、当社のファイナンシャル・アドバイザーとして行

ったサービスの対価として報酬を当社から受領しております。更に、当社は、JP モルガ

ンが当社から委託されて行う業務から生ずる一定の責任について JP モルガンを補償す

ることに同意しております。JP モルガン又はその関連会社は当社に投資銀行サービスを

現在まで提供してきております。JP モルガン又はその関連会社は、その通常の業務にお

いて、当社、キリンファーマ又は対象者の債券又は持分証券の自己勘定取引及び顧客勘

定取引を行うことがあり、したがって、JP モルガン又は関連会社は随時、これらの有価

証券の買持ちポジション又は売持ちポジションを保有する可能性があります。 

② 算定の経緯 

当社は、平成 19年 3月頃より、当社の医薬事業子会社であるキリンファーマ及び対象
者の統合及びグループ間の提携の可能性について検討を開始し、対象者と協議を重ね

て参りました。かかる協議・検討の結果、平成 19年 5月頃、当社が公開買付けにより
対象者株式を取得した上で、キリンファーマと対象者が統合することが両社の事業を

展開するうえで最も有効であるとの考えに至り、より具体的な検討に入りました。 

当社は、本公開買付けにおける普通株式の買付価格を決定するにあたり、ファイナン

シャル・アドバイザーである JPモルガンに対し、平成 19年 5月頃に、買付価格の決
定の参考資料として対象者の株式価値の算定を依頼しました。JPモルガンは、対象者
の市場株価の動向及び業績の内容や予想、対象者との間で生み出されるシナジー効果
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等を勘案し、類似企業比較法及び DCF法等による評価を実施し、当社は、JPモルガ
ンから平成 19年 10月 22日に対象者の株式価値の算定結果について報告を受けました。
それぞれの手法において算定された対象者の普通株式１株当たりの価値の範囲は以下

のとおりです。 

・類似企業比較法 1,289円～1,479円 

・DCF法  1,415円～1,537円 

また、当社は、第三者の専門家の協力を得た上で、平成 19年 7月から 8月にかけ、対
象者の事業・財務状況等について、事業面、法務面、会計・税務面等からデュー・デ

ィリジェンスを行いました。 

以上の経緯を経て、当社は、ファイナンシャル・アドバイザーである JPモルガンの助
言も得ながら、以上の算定結果のうち、対象者の将来の収益力を反映した DCF法によ
る算定結果を重視しかかる算定結果の範囲内で検討を行いました。その上で、対象者

の市場株価の動向、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例における

公開買付価格決定の際に付与されたプレミアムの実例、本公開買付けが当社の１株当

たり利益に与える影響、対象者に関する事業面、法務面、会計・税務面に関する上記

のデュー・ディリジェンスの結果等を勘案し買付価格の検討を進めて参りました。更

には、対象者との協議・交渉内容を踏まえ、対象者による本公開買付けへの賛同の可

否、本公開買付けの見通し等を総合的に勘案した結果、本公開買付けにおける買付価

格を１株当たり 1,500円とすることが妥当であると判断し、平成 19年 10月 22日開催
の当社取締役会において当該価格を買付価格として決定致しました。 

なお、平成 19年 10月 22日開催の対象者の取締役会において、本公開買付けに対する
賛同決議がなされております。 

③ 算定機関との関係 

関連当事者には該当しません。 
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(5) 買付予定の株券等の数 

株券等の種類 
① 株式に換算した買

付予定数 

② 株式に換算した

買付予定の下限 

③ 株式に換算した買

付予定の上限 

株券 111,578,000株 79,849,000株 111,578,000株 

新株予約権証

券 
－株 －株 －株 

新株予約権付

社債券 
－株 －株 －株 

株券等信託受

益証券 
－株 －株 －株 

株券等預託証

券 
－株 －株 －株 

合計 111,578,000株 79,849,000株 111,578,000株 

(注１) 応募株券等の総数が「株式に換算した買付予定の下限」（79,849,000株）に満たない場合は、応

募株券等の全部の買付け等を行いません。 

(注２) 応募株券等の総数が「株式に換算した買付予定の上限」（111,578,000株）を超える場合は、そ

の超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第５項及び発行者以外の

者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（以下「府令」といいます。）第32条に規定する

あん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 

(注３) 本公開買付けを通じて、対象者の自己株式を取得する予定はありません。 

(注４) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。但し、応募に際しては、株券を
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提出する必要があります（単元未満株式が公開買付代理人又は復代理人を通じて株式会社証券保管振

替機構（以下「証券保管振替機構」といいます。）により保管されている場合には、株券を提出する必

要はありません。）。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、

対象者は法令の手続に従い公開買付け等の期間中に自己の株式を買い取ることがあります。この場合、

対象者は、市場価格で当該買取りを行います。 

 

(6) 買付け等による株券等所有割合の異動 

買付け等前における公開買付者の所

有株券等に係る議決権の数 
1個 

（買付け等前における株券等所有割

合 0.00％） 

買付予定の株券等に係る議決権の数 
111,578

個 

（買付け等後における株券等所有割

合 28.12％） 

対象者の総株主等の議決権の数 
391,528

個 
 

(注１) 「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける「株式に換算した買付予定

数」に係る議決権の数です。 

(注２) 公開買付期間の末日までに、平成17年法律第87号による改正前の旧商法第280条ノ20及び第280

条ノ21又は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行された対象者のストックオプショ

ン制度にかかる新株予約権が行使される可能性がありますが、当該行使により発行される対象者株式

（最大336,000株）も本公開買付けの対象とします。 

(注３) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の平成19年3月期（第84期）有価証券報告書（平

成19年6月20日提出）に記載された総株主の議決権の数です。但し、単元未満株式についても本公開買

付けの対象としておりますので、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、同有価証

券報告書記載の単元未満株式（6,311,555株）に係る議決権の数6,311個、及び公開買付期間の末日ま

でにストックオプション制度に係る新株予約権の行使により発行される可能性のある対象者株式

（336,000株）に係る議決権の数336個を加算した398,175個から本公開買付けを通じて取得する予定の

ない対象者が保有する自己株式等（1,404,000株）に係る議決権の数1,404個を除いた396,771個を「対

象者の総株主等の議決権の数」として計算しています。 

(注４) 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」について

は、小数点以下第３位を四捨五入しています。 

 

(7) 買付代金 

1,673億 6,700万円（予定） 
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 買付代金として、「株式に換算した買付予定数」（111,578,000株）に１株当たり
の買付価格（1,500円）を乗じた金額を記載しています。 

 

(8) 決済の方法 

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 

日興シティグループ証券株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目 5番 1号 

日興コーディアル証券株式会社   東京都千代田区丸の内三丁目 3番 1号 

 日興シティグループ証券株式会社は、本日時点において公開買付代理人の業務に

係る機能を上記所在地へ移転させております。なお、本日時点における日興シティ

グループ証券株式会社の本店の所在地は東京都港区赤坂五丁目 2番 20号となってお
りますが、本公開買付けの開始日までに本店の所在地を上記所在地へ移転させる予

定です。 

② 決済の開始日 

平成 19年 12月 13日（木曜日） 

③ 決済の方法 

 公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主

等の住所又は所在地（外国人株主の場合にはその常任代理人の住所）宛に郵送しま

す。買付けは、現金にて行います。買い付けられた株券等に係る売却代金は、応募

株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人か

ら応募株主等（外国人株主の場合にはその常任代理人）の指定した場所へ送金しま

す。 

 

(9) その他買付け等の条件及び方法 

① 法第 27条の 13第 4項各号に掲げる条件の有無及び内容 

応募株券等の総数が｢株式に換算した買付予定の下限｣（79,849,000株）に満たない場
合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。 
応募株券等の総数が｢株式に換算した買付予定の上限｣（111,578,000株）を超える場合は、
その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27条の 13第５項
及び府令第 32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しそ
の他の決済を行います。（各応募株券等の数に１単元未満の部分がある場合、あん分比

例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。） 
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あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元未満の株数を四捨五入して計算した各

応募株主等からの買付株数の合計が｢株式に換算した買付予定の上限｣に満たないときは、

｢株式に換算した買付予定の上限｣以上になるまで、四捨五入の結果切捨てられた株数の

多い応募株主等の中から順次、各応募株主等につき１単元（追加して１単元の買付け等

を行うと応募株数を超える場合は応募株数までの数。）の応募株券等の買付け等を行い

ます。但し、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付

け等を行うと｢株式に換算した買付予定の上限｣を超えることとなる場合には、｢株式に換

算した買付予定の上限｣を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け

等を行う株主を決定します。 
あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元未満の株数を四捨五入して計算した各

応募株主等からの買付株数の合計が｢株式に換算した買付予定の上限｣を超えるときは、

｢株式に換算した買付予定の上限｣を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株

数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を１単元（あん分比例の方

式により計算される買付株数に１単元未満の株数の部分がある場合は当該１単元未満の

株数）減少させるものとします。但し、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全

員からこの方法により買付株数を減少させると｢株式に換算した買付予定の上限｣を下回

ることとなる場合には、｢株式に換算した買付予定の上限｣を下回らない範囲で、当該応

募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定します。 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 

金融商品取引法施行令第 14条第１項第 1号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第 2号、第 3号イ
乃至チ、第 4号、第 5号並びに同条第 2項第 3号乃至第 6号に定める事項のいずれかが
発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。 
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。

但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20条に規定す
る方法により公表し、その後直ちに公告を行います。 

③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無､その内容及び引下げの開示の方法 

対象者が公開買付期間中に、法 27条の 3第 1項第 1号の規定により令第 13条第 1項
に定める行為を行なった場合は、府令第 19条第 1項に定める基準により買付け等の価格
の引下げを行うことがあります。 
買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済

新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、

府令第 20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価
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格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更

後の買付条件等により買付け等を行います。 

④ 応募株主等の契約の解除権についての事項 

応募株主等は、公開買付期間中、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することが

できます。契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の 15時 30分までに、下記に
指定する者に「公開買付応募申込受付票」（交付されている場合）を添付のうえ、本公

開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面（以下「解除書面」といいます。）を交付又

は送付して下さい。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間の末日の 15時 30分
までに、下記に指定する者に到達することを条件とします。（日興コーディアル証券株

式会社は各営業店によって営業時間又は有価証券お取扱い時間が異なります。ご利用に

なられる営業店の営業時間等を事前にご確認のうえ、お手続ください。） 
解除書面を受領する権限を有する者 
日興シティグループ証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 5番 1号 
日興コーディアル証券株式会社  東京都千代田区丸の内三丁目 3番 1号 
（その他の日興コーディアル証券株式会社国内各営業店） 
 日興シティグループ証券株式会社は、本日時点において公開買付代理人の業務に

係る機能を上記所在地へ移転させております。なお、本日時点における日興シティ

グループ証券株式会社の本店の所在地は東京都港区赤坂五丁目2番20号となってお
りますが、本公開買付けの開始日までに本店の所在地を上記所在地へ移転させる予

定です。 
なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠

償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、保管した応募

株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 

公開買付者は、法第 27条の 6及び令第 13条により禁止される場合を除き、買付条件
等の変更を行うことがあります。 
買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行いそ

の旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが

困難な場合は、府令第 20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。
買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、

変更後の買付条件等により買付けを行います。 
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⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法 

訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、法 27条の 8第 11項ただし書に規定す
る場合を除き、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載し

た内容に係るものを府令第 20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買
付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、

訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場

合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書

面を応募株主等に交付することにより訂正します。 

⑦ 公開買付けの結果の開示の方法 

本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第９条の４及び府

令第 30 条の２に規定する方法により公表します。 

 

(10) 公開買付開始公告日 

平成 19年 10月 31日（水曜日） 

 

(11) 公開買付代理人 

日興シティグループ証券株式会社 

日興コーディアル証券株式会社 

 

3. その他 

(1) 公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容 

本公開買付けについては、対象者の取締役会より賛同を得ております。 
当社は、平成 19年 10月 22日付で、対象者及びキリンファーマとの間で、対象者とキリンフ
ァーマとの本統合等について、大要以下の内容の本統合契約を締結しております。 
(1) 本統合の方法 
本統合は、以下の(a)乃至(d)に規定する方法により行われる。 

(a) 当社が、対象者普通株式を対象として本公開買付けを開始する。（注） 
(b) 本公開買付けによる買付株式数が 111,578,000株（買付予定の上限）に満たない場合に
は、本公開買付け終了後後速やかに開催される予定の対象者臨時株主総会において本株

式交換契約の承認その他本統合の実行のために必要な議案の承認が得られること等を

条件として、当社が、以下に述べる対象者とキリンファーマの本株式交換に際して交付
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される株式と併せて、株式交換効力発生日時点において対象者の基準株式数の 50.10％
に相当する株式数を取得することとなるために必要となる株式数につき、対象者は、平

成 20年 3月 25日を払込期日とし、1株当たりの払込金額を 1,500円として、当社に対
する第三者割当ての方法による新株の発行（本第三者割当増資）を実施する。本第三者

割当増資を実施する場合には、同取引について対象者臨時株主総会による特別決議によ

る承認を得ることとする。 
(c) 対象者とキリンファーマは、本公開買付けの成立後、平成 20年 4月 1日を効力発生日
とする株式交換（本株式交換）を実施する。これによりキリンファーマは対象者の完全

子会社となる一方で、当社は先に本公開買付け等によって取得する対象者株式と併せて、

対象者の基準株式数の 50.10％に相当する株式を保有する親会社となる。本株式交換に
より、当社の保有するキリンファーマ普通株式 1株に対し対象者普通株式 8,862株、合
計 177,240,000株が割当て交付される。但し、本株式交換の効力発生は、本公開買付け
において当社による買付予定の上限に相当する株式数の買付けが完了しているか、本公

開買付けが成立しかつ本第三者割当増資が完了していることのいずれかが成就してい

ることを停止条件とする。なお、キリンファーマは本株式交換効力発生日の前日までに

その保有に係る普通株式の全てを消却する。 
(d) 本株式交換の効力発生を条件として、平成 20年 10月 1日を効力発生日とし、対象者と
その完全子会社となるキリンファーマとの間で、対象者を存続会社とし、キリンファー

マを消滅会社とする吸収合併（本合併）を実施する。 
(2) 配当の上限 

本公開買付けにおける公開買付価格、本第三者割当増資における払込金額、及び本株式

交換における株式交換比率の算定にあたっては、①対象者においては、平成 20年３月期に
係る定時株主総会において１株当たり５円を上限とした剰余金の配当を行い、②キリンフ

ァーマにおいては、平成 19年 12月期に係る定時株主総会において１株当たり 23万円を上
限とした剰余金の配当を行うことを前提として、交渉したものであることを確認する。 

(3) 対象者臨時株主総会 
対象者は、本統合契約締結後、速やかに臨時株主総会（対象者臨時株主総会）を開催し、

本統合の実行及び本統合に伴う経営体制の変更のために必要な議案を提出し、かかる議案

が承認されるよう法令上許容される範囲内で最大限の合理的な努力をする。対象者は、対

象者臨時株主総会において、当社が本公開買付けにより取得した対象者株式に係る議決権

を行使できるよう、本公開買付けに係る決済完了後の日を対象者臨時株主総会の基準日と

して設定する。 
(4) 本統合に伴う対象者の経営体制の変更等 

本株式交換の効力発生後、当面の間、対象者の代表取締役社長は引き続きその職務に当

たる。また、対象者は、対象者臨時株主総会において、本株式交換の効力発生を条件とし
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て、当社が指名する者２名を対象者の取締役に選任する旨の議案の承認を求める、対象者

臨時株主総会において取締役に選任された当社指名の者のうち１名を代表取締役副社長に

選任する等、本統合契約に従い所定の経営体制の変更を行う。 
(5) 対象者から当社及びキリンファーマへの役員の派遣 

本株式交換の効力発生を条件として、①キリンファーマの平成 19年 12月期に係る定時
株主総会において、対象者が指名する者１名をキリンファーマの取締役に選任し、また、

②当社の平成 19年 12月期に係る定時株主総会において、対象者の代表取締役社長を当社
の取締役に選任する旨の議案の承認を求める。 

(6) 当社による対象者株式の保有 
当社グループは、本統合契約締結以後 10 年を経過するまでの間、所定の場合を除き、対

象者の同意なく、対象者の株式・新株予約権の取得又は現に保有する対象者の株式・新株

予約権の売却、担保差入れ等の処分を行わない。 

(7) 基準株式数の割合の変動防止 

対象者は、本統合契約締結以後 10 年を経過するまでの間、所定の場合を除き、当社の同

意なく、株式・新株予約権の発行・処分、自己株式の取得・消却、株式の併合、株式の発

行・交付による組織再編その他対象者の基準株式数の割合を変動させることとなる行為を

行わない。 

(8) 本合併後の存続会社と当社との関係 

本合併後の存続会社は、純粋持株会社である当社がその議決権の過半数を保有する連結

子会社として、当社のグループ運営の基本方針を尊重しつつ、自主性・機動性を発揮した

自律的な企業活動を行うとともに、引き続き上場会社としての経営の独立性を確保し、株

主全体の利益最大化及び企業価値の持続的拡大を図る。また、本統合契約締結日以後 10年
間、当社の基準株式数の割合は、50.10%を原則とし、当社は、本統合後も本合併の存続会
社の上場が維持されるべく最大限の合理的な協力を行う。 

(9) 勧誘等の禁止 

対象者は、本統合契約締結以後本合併が完了するまでの間、①当社以外の者による対象

者株式を対象とする公開買付け、②当社以外の者に対する対象者株式の発行、③当社又は

キリンファーマ以外の者との間の組織再編行為、④当社以外の者に対する対象者の事業の

重要な一部の処分その他対象者の重要な事業及び資産を移転する効果を有する一切の行為

に関する第三者からの勧誘、提案、情報提供等の要請に係る勧誘、情報提供、協議、交渉、

契約の締結等を行ってはならない。本公開買付けの公開買付期間中に第三者による公開買

付けが開始された場合、対象者は、本公開買付けが本統合実現のための一体としてなされ

る取引の一部であり、本統合の目的並びに本統合の実現によって対象者の企業価値及び株

主全体に共同してもたらされる利益を十分に考慮して行動するものとする。 

(10) ブレークアップ・フィー 
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対象者が本公開買付けに対する賛同表明を実質的に撤回(第三者による公開買付けに賛

同する旨の意見表明を行った場合を含むが、キリンファーマ又は当社に本統合契約上の義

務又は表明・保証の重大な違反があることに起因して本公開買付けに対する賛同表明を実

質的に撤回した場合を除く。)した場合には、当社は本統合契約を解除することができる。

当社がかかる解除を行った場合には、対象者は当社に対して、一定額のブレークアップ・

フィーを支払う。 

（注） 本公開買付け開始予定日までに、対象者の事業、資産等に重大な悪影響を及ぼす事由が発
生した場合その他一定の場合には、本公開買付けの実施を延期又は中止することがある。 

 

(2) 投資家が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報 

(1) 対象者は、平成 19 年７月 27 日に東京証券取引所において、平成 20 年３月期第１四

半期財務・業績の概況を公表しております。当該公表に基づく、同四半期の対象者の

状況は以下の通りです。なお、当該内容につきましては、法第 193 条の２の規定に基

づく監査法人の監査を受けておりません。また、以下の公表内容の概要は、対象者が

公表した内容の一部を抜粋したものであり、公開買付者はその正確性及び真実性につ

いて独自に検証しうる立場になく、また、実際かかる検証を行っておりません。 

 ①【連結損益の状況（平成 19年 4月 1日～平成 19年 6月 30日）】 

[四半期会計期間] 平成 20年３月期 第１四半期 
(第 85期中) 

売上高（百万円） 94,978

売上原価（百万円） 58,447

販売費及び一般管理費（百万円） 28,960

営業外収益（百万円） 1,944

営業外費用（百万円） 1,139

四半期純利益（百万円） 5,319

 
 
 ②【１株当たりの状況（平成 19年 4月 1日～平成 19年 6月 30日）】 

[四半期会計期間] 平成 20年 3月期 第１四半期 
(第 85期中) 

１株当たり四半期純利益（円） 13.37

１株当たり純資産額（円） 617.36
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 (2) 対象者は、平成19年7月27日に東京証券取引所において、平成20年3月期連結業績予想
の修正を公表しております。また、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容

の一部を抜粋したものであり、公開買付者はその正確性及び真実性について独自に検

証しうる立場になく、また、実際かかる検証を行っておりません。 
 
 ①平成 20 年 3 月期連結業績予想を次のように修正しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1 株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 193,000 11.5 15,000 2.9 16,000 5.7 10,000 151.0 25 13

通 期 395,000 11.5 36,000 17.3 36,000 16.5 26,000 104.8 65 35

(注) ％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率 

 
 ②修正理由 
  当第一四半期までの業績が医薬事業及び化学品事業を中心として当初計画を上

回るペースで順調に進捗しておりますことから、平成 19 年 4 月 27 日の決算発表時

に公表した平成20年 3月期の中間期及び通期の業績予想を上方修正しております。 

 

(3) 対象者は、平成19年10月16日に東京証券取引所において、平成20年3月中間期の連結業
績予想の修正を公表しております。また、以下の公表内容の概要は、対象者が公表し

た内容の一部を抜粋したものであり、公開買付者はその正確性及び真実性について独

自に検証しうる立場になく、また、実際かかる検証を行っておりません。 

 
 ①平成 20年 3月中間期の連結業績予想を次のように修正しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 
1 株当たり 
中間純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 193,000 15,000 16,000 10,000 25 13

今回修正予想（Ｂ） 192,600 18,200 18,000 11,000 27 65

増減額（Ｂ－Ａ）  △ 400 3,200 2,000 1,000 2 52
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増減率（％） △0.2％ 21.3％ 12.5％ 10.0％ 10.0％

（ご参考）前年中間期実績
（平成18年９月中間期）

173,139 14,570 15,137 3,984 9 66

 
 ②修正理由 
  当中間期の売上高は、ほぼ前回予想並みとなる見込みです。利益面では、研究開

発費等の経費発生の下期への一部ずれ込みや経費の節減等により、連結、個別とも

前回予想を上回る見込みです。 
  なお、通期の業績予想につきましては、上期からずれ込む経費の発生が見込まれ

ることなどから、7月 27日に公表した業績予想から修正はありません。 

 

 

以 上 
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このプレスリリースは、公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付け等の勧誘又は

買付け等の申込みを目的として作成されたものではありません。売付け等の申込みをされる際は、必

ず当社が作成する公開買付説明書をご覧頂いた上で、株主ご自身の判断で申込みを行って下さい。こ

のプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み若しくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当する、又

はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース（若しくはその一部）又はその配布の事実

が本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結に際してこれらに依拠

することはできないものとします。 

国又は地域によっては、このプレスリリースの発表、発行又は配布に法令上の制限が課されている場

合があります。かかる場合はそれらの制限に留意し、遵守して下さい。本公開買付けの実施が違法と

なる国又は地域においては、仮にこのプレスリリースが受領されても、本公開買付けに関する株券の

買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をしたことにはならず、単に情報としての資料配布と

みなされるものとします。 
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